
資料５

検討課題

特別栽培農産物の生産基準と有機農産物ＪＡＳ規格の生産基準との整合性の観点、

環境に配慮した技術体系により栽培された農産物である旨の情報が消費者にわかりや

すく提供できるようにする観点等を踏まえ、以下の事項の検討が課題となっている。

１．有機農産物ＪＡＳ規格で使用可能な農薬の取扱いについて

◎節減対象とする化学合成農薬の考え方の整理

有機農産物ＪＡＳ規格でリスト化された農薬は、「コーデックスガイドラインにおける

使用可能資材の要件」に従って評価され、農薬取締法に基づいて登録された農薬の

種類を列記したものである。従って、これらの農薬は、農業生産に由来する環境への

負荷をできる限り低減した栽培方法である有機生産の原則に則ったものであると整理

されている。

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインは、環境に配慮した技術体系により栽培さ

れた農産物である旨の情報を表示するためのものであるが、有機農産物ＪＡＳ規格で

使用可能な農薬も節減対象としているため、コーデックスガイドライン及び有機農産物

ＪＡＳ規格における農薬の評価との間での不整合が指摘されている。一方、上記の評

価等を踏まえ、これらの農薬は、先進的営農支援の対象となる取組において、節減対

象外とされたところである。

このため、これらの農薬について、特別栽培農産物に係る表示ガイドラインにおい

ても節減対象外とすることについて検討することとしてはどうか。

「コーデックスガイドラインにおける使用可能資材の要件」のうち農薬について

有機食品の生産、加工、表示及び販売に係るガイドライン（ＧＬ３２）第５章から抜粋

①他の生物的、物理的又は植物育種的な代替方法あるいは効果的な管理の実施では対応

できない有害生物や特定の病害の防除に必須であるもの

②当該資材の使用が環境、生体及び消費者、家畜に及ぼす悪影響の可能性が考慮されて

いること

③当該資材が植物、動物、微生物又は鉱物に由来するものであること

④トラップ中で使用される資材で化学的に合成されたフェロモンのように、当該資材が天然

体で十分な量を入手できない場合



２．農薬及び肥料の使用状況の表示について

（１）セット表示欄

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインでは、節減割合を表示するとともに、その根

拠となる農薬及び肥料の使用状況を明確に示すため、資材名、用途及び使用回数（使

用量（窒素成分量））を表示することを義務づけている。

資材の使用状況に関して詳細な情報が示されることについて、商品選択の判断に資

する点が評価されている一方で、化学合成農薬及び化学肥料双方５割減の範囲内で、

使用資材の状況が異なる複数のほ場からの農産物を混合して出荷する場合等、正確な

表示を行うことが非常に困難である等の意見がある。

さらに、これらの表示義務に伴う作業負担が一因となって、特別栽培農産物の表示が

された農産物の広がりが妨げられているとの懸念も関係者から寄せられている。

化学合成農薬及び化学肥料双方の節減が割合として示されていれば、特別栽培農産

物に係る表示ガイドラインで定めている環境に配慮した技術体系が実現されていること

が明確である。また、特別栽培農産物の表示方法を簡易にし、事業者が取り組みやす

い状況にすることで、特別栽培農産物の広がりを促進することは、これらの農産物を求

める消費者にとってもより入手しやすい状況となることが期待される。

以上のことから、セット表示欄について、任意表示としてもよい事項がないかについて

点検し、検討することしてはどうか。

（２）節減対象外の農薬を使用した場合の表示について（一括表示欄）

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインでは、節減対象外の農薬のみを使用した

場合、消費者に使用資材に関しての情報提供をする観点から、現に使用した資材名

を明記することとし、「農薬不使用」あるいは「化学合成農薬不使用」の表示と同時に、

「性フェロモン剤使用」等の表示を義務づけている。

これら節減対象外の農薬については、一定の評価を受け、環境に配慮した技術体

系の中で使用されたものであることから、義務表示でなく、むしろ事業者が生産管理

上の努力を自主的にアピールする任意表示とすることについて、その可否も含め検討

することとしてはどうか。
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使用可能資材等の比較

化学肥料
（窒素成分）

特定農薬
天敵等生物
農薬

フェロモン 天然系農薬
例外の化学
合成農薬
(注１)

化学合成農
薬

表示規制など

有機農産物ＪＡＳ規格
（H12年1月制定、
　H17年10月全部改正） × ○ ○ ○ ○ ○ ×

認証制度
「有機」表示をするためには認
定生産者となることが必要。
資材の使用状況を個別に示す
必要はない。条件付きで使用可能　(注２)

特別栽培ガイドライン
（H4年10月制定、
　H15年5月改正）

5割 ○ ○ ○ ○ 5割

ガイドライン（自主規制）
「特別栽培」表示をするために
は、化学合成農薬と化学肥料
の削減割合及びすべての農薬
と化学肥料の使用状況を明記
する必要がある。

先進的営農支援（農地・
水・環境保全向上対策）
（H19年度導入） 5割 ○ ○ ○ ○ ○ 5割

(注１)　硫黄くん煙剤、硫黄粉剤、硫黄・大豆レシチン水和剤、硫黄・銅水和剤、水和硫黄剤、生石灰、石灰硫黄合剤、炭酸水素ナトリウム・銅水和剤、
銅水和剤、銅粉剤、二酸化炭素くん蒸剤、メタアルデヒド粒剤、硫酸銅、ワックス水和剤
(注２)　農作物に重大な損害が生じる危険が急迫している場合であって、耕種的防除、物理的防除、生物的防除又はこれらを適切に組み合わせた方法
のみでは効果的に防除することができない場合に限る

5割



有機農産部物JAS規格（別表2　農薬）

農薬名 有効成分 種類

デンプン水和剤 デンプン 天然殺虫剤 有機（天然）
脂肪酸グリセリド乳剤 脂肪酸グリセリド 天然殺虫剤 有機（天然）
除虫菊乳剤 ピレトリン 天然殺虫剤 有機（天然）
なたね油乳剤 なたね油 天然殺虫剤 有機（天然）
マシン油エアゾル マシン油 天然殺虫剤 無機（天然）
マシン油乳剤 マシン油 天然殺虫剤 無機（天然）
大豆レシチン・マシン油乳剤 マシン油、大豆レシチン 天然殺虫剤
シイタケ菌糸体抽出物液剤 シイタケ菌糸体抽出物 天然物殺菌剤 有機（天然）
クロレラ抽出物液剤 クロレラ抽出物 植物成長調整剤 有機（天然）
混合生薬抽出物液剤 混合生薬抽出物 植物成長調整剤 有機（天然）

☆ 硫黄くん煙剤 硫黄 殺菌剤 無機
☆ 硫黄粉剤 硫黄 無機
☆ 水和硫黄剤 硫黄 無機
☆ 硫黄・大豆レシチン水和剤 硫黄、大豆レシチン
☆ 石灰硫黄合剤 全硫化態硫黄 無機
☆ 硫黄・銅水和剤 硫黄、銅 殺菌剤 無機
☆ 炭酸水素ナトリウム・銅水和剤 炭酸水素ナトリウム、銅 殺菌剤 無機
☆ 銅水和剤 銅 無機
☆ 銅粉剤 銅 無機
☆ 硫酸銅 銅 無機
☆ 生石灰 酸化カルシウム 殺菌剤 無機

天敵等生物農薬 生物農薬 生物
□ 性フェロモン剤 有機（合成）
□ メタアルデヒド粒剤 メタアルデヒド 殺虫剤 有機（合成）
☆ ワックス水和剤 蒸発抑制剤 有機（合成）
☆ 二酸化炭素くん蒸剤 二酸化炭素 くん蒸剤 無機

ケイソウ土粉剤 ケイソウ土 天然殺虫剤 天然
○ 食酢 特定農薬
○ 重曹 特定農薬
● 展着剤（カゼイン又はパラフィン）

☆□○●　化学合成により製造される可能性のあるもの
□　トラップ中で使用 
○　特定農薬 * 　　　　　　現行ガイドラインで節減対象外
●　農薬でないもの

*  その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれのないことが明らかなもの





農薬・肥料の使用状況に対応する表示方法

農 薬

使用する資材

化学合成農薬 化学合成農薬以外 必ず表示すべき事項

削減対象の化学 性ﾌｪﾛﾓﾝ等誘 化学合成農薬 天敵及び特定

合成農薬 引剤 以外の農薬 防除資材

慣行の５割以下 不使用 ※ ※ 化学合成農薬：当地比○割減（使用回数）

慣行の５割以下 使用 ※ ※ 化学合成農薬：当地比○割減（使用回数）
（○○（性ﾌｪﾛﾓﾝ等誘引剤名）使用）

不使用 使用 ※ ※ 化学合成農薬：栽培期間中不使用
（○○（性ﾌｪﾛﾓﾝ等誘引剤名）使用）

不使用 不使用 使用 ※ 化学合成農薬：栽培期間中不使用

不使用 不使用 不使用 使用 農 薬 ：栽培期間中不使用
（○○（天敵及び特定防除資材名）使用）

不使用 不使用 不使用 不使用 農 薬 ：栽培期間中不使用

※欄については、使用・不使用は問わない

肥 料

使用する資材

化学肥料 化学肥料☆ 化学合成以外の 必ず表示すべき事項

（窒素成分含有） （窒素成分なし） 肥料

慣行の５割以下 ※ ※ 化学肥料：当地比○割減（窒素成分）

不使用 使用 ※ 化学肥料：当地比１０割減（窒素成分）
(☆（化学肥料名）使用)

不使用 不使用 使用 化学肥料：栽培期間中不使用

※欄については、使用・不使用は問わない



農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培農産物

化学合成農薬：当地比5割減（使用回数）

（◆◆（性フェロモン剤等の成分名）使用）

化学肥料 ：当地比5割減（窒素成分）

栽培責任者 ○○○○

住所 ○○県○○町△△

連絡先 TEL 0000-00-0000
確認責任者 △△△△

住所 ○○県○○町□□

連絡先 TEL 0000-00-0000

化学合成資材の使用状況

使用資材名 用途 使用回数

○○○○ 殺菌 1回

△△△△ 殺虫 2回
□□□□ 除草 1回
▽▽▽ 元肥 窒素4kg/10a
◇◇◇ 追肥 窒素1kg/10a

特別栽培農産物の表示例 ①

一括表示欄

セット表示欄

節減対象外の化学合成資材を使用した場
合、当該資材の名称を表示
・性フェロモン剤
・硫黄くん煙剤 （＊） 等

＊ 有機農産物ＪＡＳ規格で認められてい
る化学合成農薬について、削減対象外と
した場合、その使用についてはここに表示
することになる。

使用資材名は商品名でなく、主成分を示す
一般的名称を表示

資材使用状況の異なる農産物が混合されて
いる場合、最大値を記載

化学肥料については、「元肥」「追肥」を区別
して表示

消費者が店舗で確認できる場合には、イン
ターネット（HPアドレスを表示）やポップでの

表示が可能



農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培農産物

農 薬 ：栽培期間中不使用

（食酢使用） （注１）

化学肥料 ：当地比10割減（窒素成分）

（硫酸カリ使用） （注２）

栽培責任者 ○○○○

住所 ○○県○○町△△

連絡先 TEL 0000-00-0000
確認責任者 △△△△

住所 ○○県○○町□□

連絡先 TEL 0000-00-0000

特別栽培農産物の表示例 ②

一括表示欄

注１ 「農薬：栽培期間中不使用」表示の
場合で、天敵及び特定農薬を使用した
場合、一般名を表示

・チリカブリダニ
・重曹 等

注２ 化学肥料（窒素成分）を使用しない
が、窒素成分以外の化学肥料を使用し
た場合、「当地比10割減（窒素成分）」と

した上で、当該肥料の一般名を表示
・リン酸苦土肥料
・硫酸マンガン肥料 等

※削減対象となっている化学合成農薬と
化学肥料（窒素成分）のいずれも不使
用の場合、セット表示は不要
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